
救急医療施設運営費等補助金交付要綱

第１ 趣旨

知事は、地域住民の救急医療を確保するため、救急医療施設運営等事業を実施する一般社団法人

静岡県医師会、医療施設の開設者、当該事業を実施する医療施設の開設者に補助する市町及び熱海

市に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県補助

金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47号）及びこの要綱の定めるところによる。

第２ 定義

(1) この要綱において「救急医療施設運営等事業」とは、次に掲げる事業をいう。

ア 一般社団法人静岡県医師会が実施する救急医療に関する協力活動事業（以下「救急医療協力促

進事業」という。）

イ 休日又は夜間において入院治療を必要とする小児救急患者の医療を地域において輪番制方式に

より行う病院（以下「小児救急医療施設」という。）を市町が運営する事業及び小児救急医療施設

の運営事業を行う病院の開設者に対し、市町が補助を行う事業（以下「小児救急医療施設運営事

業」という。）

ウ 24時間診療体制により心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命医療を行う施設（

以下「救命救急センター」という。）を医療施設の開設者が運営する事業（以下「救命救急センタ

ー運営事業」という。）

エ 救命救急センターのドクターヘリを活用して、救命救急センターを運営する病院の開設者が、

救急患者の救命率の向上や広域救急患者搬送体制の向上を図る事業（以下「ドクターヘリ導入促

進事業」という。）

オ 病院（救命救急センターを運営する病院を除く。）において、救急救命士の行う心肺蘇生等の救

急救命処置の実習を行うための体制整備を促進することにより、救急救命士の業務の高度化と資

質の向上を図る事業（以下「救急救命士病院実習受入促進事業」という。）

カ 熱海市初島において、発生した重症救急患者をヘリコプター等により搬送する際、機内におい

て早期に必要な救急措置を行うため、熱海市が添乗する医師を確保する事業（以下「ヘリコプタ

ー等添乗医師確保事業」という。）

キ 救命救急センターを運営する病院及び第二次救急医療機関において、地域の実情に精通した看

護師、社会福祉士等の医療従事者を救急患者退院コーディネーターとして配置することにより、

急性期を脱した救急患者の円滑な転床・転院を促進し、救急医療用病床を有効に活用するととも

に、医師等の負担の軽減を図る事業（以下「救急患者退院コーディネーター事業」という。）

ク 第二次救急医療機関において、急性期病床確保のため、地域の医療機関等と連携し、回復した

患者の転院などを促進する必要があり、地域内での救急医療に関する役割分担が円滑に行われる

よう、病院救急車を活用し、高次の医療機関からの転院搬送を促進するとともに、救急搬送の需

要が高まる場合に備えた患者搬送の手段の確保を図る事業（以下「病院間の患者搬送のための病

院救急車活用促進事業」という。）

(2) この要綱において「医療施設」とは、医療法（昭和23年法律第2 0 5号）第１条の５第１項に規定

する病院及び同条第２項に規定する診療所をいう。

(3) この要綱において「第二次救急医療機関」とは、休日及び夜間において入院治療を必要とする重

症救急患者の医療を確保する医療施設をいう。



第３ 補助の対象及び補助率

別表のとおりとする。

第４ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア 交付申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

ウ 経費所要額調べ（様式第３号）

エ 歳入歳出予算書の抄本

オ その他参考となる資料

(2) 提出期限

別に定める日まで

第５ 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこと｡

ア 補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては速

やかに知事に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 市町にあっては、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書（様式第

４号）を作成し、これを事業完了後５年間保管しなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を

補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。

(5) 市町長が補助金の交付を決定する場合においては、(1)、(2)及び(4)に掲げる事項を条件として付さ

なければならないこと。この場合において、(1)及び(2)の事項中「知事」とあるのは「市町長」と読

み替えるものとする。

(6) 市町長が補助金の交付の決定をする際に条件として付した(1)の承認又は(2)の指示をする場合にお

いては、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこと。

第６ 変更の承認申請

(1) 提出書類 各１部

ア 変更承認申請書（様式第５号）

イ 変更事業計画書（様式第２号）

ウ 変更経費所要額調べ（様式第３号）

エ 変更歳入歳出予算書の抄本

(2) 提出期限

別に定める日まで

第７ 実績報告書

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第６号）

イ 事業実績書（様式第２号）



ウ 収支精算書（様式第３号）

エ 歳入歳出決算書の抄本

オ その他参考となる資料

(2) 提出期限

補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の４月10日まで

第８ 請求の手続

(1) 提出書類 １部

請求書（様式第７号）

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第９ 概算払の請求手続

提出書類 各１部

ア 概算払請求書（様式第７号）

イ 資金状況調べ（様式第８号）

第10 消費税仕入控除税額等に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第1 0 8号）に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額（以下「消費税仕入控除税額」という｡）がある場合の

取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額

当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法（昭和25年

法律第2 2 6号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象

経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを補助金所要額か

ら減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等

が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場

合には、その金額（(1)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）

を補助金額から減額して報告すること。

(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還

(2)に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に

係る消費税仕入控除税額等が確定した場合（消費税仕入控除税額等が０円の場合を含む。）には、そ

の金額（(1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消

費税仕入控除税額等報告書（様式第９号）により、別に定める日までに知事に報告するとともに、

知事の返還命令を受けてこれを県に返還しなければならないこと。

(4) 市町長が補助金の交付をする場合の取扱い

市町長が補助金の交付をする場合においては、(1)から(3)までの事項と同様に取り扱うものとする。

この場合において、(3)の事項中「知事」とあるのは「市町長」と、「県」とあるのは「市町」と読

み替えるものとする。



附 則

この改正は、昭和59年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、昭和60年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、昭和61年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、昭和62年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、昭和63年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成元年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成２年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成３年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成４年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成５年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成６年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成７年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成８年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成９年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成10年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成11年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成12年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成13年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成14年度分の補助金から適用する。

附 則



この改正は、平成15年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成16年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成17年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成18年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成19年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成20年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成21年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成22年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成23年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成24年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成25年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成26年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成27年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成28年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成30年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成30年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和元年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和２年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和３年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和３年度分の補助金から適用する。



附 則

この改正は、令和４年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和５年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和６年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和７年度分の補助金から適用する。



別表

事
業
種
目

補 助 の 対 象
補 助 率 及 び 補 助 額

経 費

救
急
医
療
協
力
促
進
事
業

－

一般社団法人静岡県医師会が実施する次に掲げる

事業に要する経費

１ 医師の救急医療に関する学識及び技能の向上を

図るための研修会開催事業

２ 救急医療業務の円滑な運営を図るための救急医

療地域連絡協議会開催事業

３ 救急医療の実施に関する事業で知事が必要と認

めたもの

一般社団法人静岡県医師会が実施する経

費欄に掲げる事業に要する経費の実支出額

以内とし、300万円を限度とする。

小
児
救
急
医
療
施
設
運
営
事
業

－

市町が実施する当該事業に要する次に掲げる経費

１ 給与費（常勤職員給与費、非常勤職員給与

費、法定福利費等）

２ 報償費（医師雇上費）

病院の開設者が実施する当該事業に要する次に掲

げる経費について、市町が補助する場合における当

該補助に要する経費

１ 給与費（常勤職員給与費、非常勤職員給与

費、法定福利費等）

２ 報償費（医師雇上費）

市町が実施する当該事業に要する経費の

実支出額の合計額と別紙１に定める基準額

とを比較していずれか少ない額に３分の２

を乗じて得た額以内

病院の開設者が実施する当該事業に要す

る経費の実支出額と別紙１に定める基準額

とを比較していずれか少ない額に３分の２

を乗じて得た額の範囲内で、かつ、市町が

補助するのに要する経費の３分の２以内

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

救命救急センターを運営する病院の開設者（地方

公共団体及び地方独立行政法人を除く。）が実施す

る当該事業に要する次に掲げる経費

１ 給与費（職員基本給、職員諸手当、非常勤職員

手当、社会保険料）

２ 旅費

３ 備品費（図書）

４ 消耗品費

５ 材料費（医薬品費、診療材料費、医療消耗器具

備品費、給食材料費）

６ 被服費

７ 印刷製本費

８ 通信運搬費

９ 光熱水料

10 損料及び借料

11 会議費

12 保険料

13 雑役務費

14 燃料費

15 委託費

16 研究研修費

17 減価償却費

18 資産減耗費

救命救急センターを運営する病院の開設者

（地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。）が実施する当該事業に要する実支出額と

別紙２に定める基準額とを比較していずれか

少ない額を選定し、その選定した額と総事業

費から診療収入額及び寄附金その他の収入額

を控除した額とを比較していずれか少ない額

に３分の２を乗じて得た額



救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

ド
ク
タ
ー
カ
ー

救命救急センターを運営する病院の開設者（地方

公共団体及び地方独立行政法人を除く。）が実施す

る当該事業に要する次に掲げる経費

１ 給与費（職員基本給、職員諸手当、非常勤職員

手当、社会保険料）

２ 消耗品費

３ 燃料費

４ 委託費

５ 租税公課（自動車税、自動車重量税）

救命救急センターを運営する病院の開設者

（地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。）が実施する当該事業に要する実支出額と

次に定める基準額とを比較していずれか少な

い額を選定し、その選定した額と総事業費か

ら診療収入額及び寄附金その他の収入額を控

除した額とを比較していずれか少ない額に４

分の３を乗じて得た額

ドクターカーの運転手を確保する場合

4,701千円×確保月数／12月

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事
業

－

救命救急センターを運営する病院の開設者が実施

する当該事業に要する次に掲げる経費

１ ドクターヘリ運航経費（ドクターヘリの運航に

必要な委託費（ヘリコプター賃借料、操縦士等拘

束料、燃料費、保守料、災害補償費（航空保険

料））

２ 搭乗医師・看護師確保経費（ドクターヘリ搭乗

医師及び看護師の確保に必要な給与費（職員基本

給、職員諸手当、非常勤職員手当、社会保険

料））

３ 運航連絡調整員確保経費（ドクターヘリの運航

連絡調整員の確保に必要な給与費（職員諸手当

（非常勤）、非常勤職員手当、社会保険料（非常

勤））、委託費（上記経費に該当するもの））

４ ドクターヘリ運航調整委員会経費（ドクターヘ

リ運航調整委員会の運営に必要な諸謝金（委員謝

金）、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬

費、賃料及び損料（会場借料）、会議費）

５ ドクターヘリレジストリ構築経費（ドクターヘ

リのレジストリ構築に必要な給与費（職員諸手当

（非常勤）、非常勤職員手当、社会保険料（非常

勤））、委託費（上記経費に該当するもの））

救命救急センターを運営する病院の開設

者が実施する当該事業に要する経費の実支

出額から寄附金その他の収入額を控除して

得た額と、１から５までの各経費の合計額

と別紙３に定める基準額の合計額とを比較

して最も少ない額

救
急
救
命
士
病
院
実
習
受
入
促
進
事
業

－

「救急医療対策実施要綱」（昭和52年７月６日付

け医発第692号厚生省医務局長通知）第７に基づき病

院の開設者が実施する当該事業に要する次に掲げる

経費

コーディネーター医等に必要なコーディネーター

医給与費（職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手

当、社会保険料）、職員諸手当（非常勤）、非常勤

職員手当、諸謝金（指導医謝金）、社会保険料（非

常勤）

病院の開設者が実施する当該事業に要す

る経費の実支出額から寄附金その他の収入

額を控除して得た額と、左に掲げる経費の

合計額と1,369千円とを比較して最も少ない

額



ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
添
乗
医
師
確
保
事
業

－

熱海市が実施する次に掲げる事業に要する経費

初島からの救急患者搬送に活用するヘリコプター

等に添乗する医師の人件費及び災害補償費（死亡時

に支払われる補償相当分の保険料）

熱海市が実施する経費の実支出額と次に

定める基準額の合計額とを比較していずれ

か少ない額

１ 医師人件費 １回当たり50,000円

２ 災害補償費 １回当たり8,190円

救
急
患
者
退
院
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
事
業

－

救命救急センターを運営する病院及び第二次救急

医療機関の開設者が実施する当該事業に要する次に

掲げる経費

救急患者退院コーディネーターの確保に必要な給

与費（職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、

社会保険料）、委託費（上記経費に該当するもの）

救命救急センターを運営する病院及び第

二次救急医療機関の開設者が実施する当該

事業に要する経費の実支出額と次に定める

基準額とを比較していずれか少ない額を選

定し、その選定した額と総事業費から寄附

金その他の収入額を控除した額とを比較し

ていずれか少ない額に３分の１を乗じて得

た額

１か所当たり

9,724千円×事業月数／12月

病
院
間
の
患
者
搬
送
の
た
め
の
病
院
救
急
車
活
用
促
進
事
業

－

第二次救急医療機関の開設者が実施する当該事業

に要する次に掲げる経費

病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事

業に必要な給与費(職員基本給、職員諸手当、非常勤

職員手当、社会保険料)、備品購入、通信運搬費、借

料及び損料、消耗品費、保険料、燃料費、委託費、

租税公課（自動車税、自動車重量税）

第二次救急医療機関の開設者が実施する

当該事業に要する経費の実支出額と次に定

める基準額とを比較していずれか少ない額

を選定し、その選定した額と総事業費から

寄附金その他の収入額を控除した額とを比

較していずれか少ない額に２分の１を乗じ

て得た額

病院救急車の運転手を確保する場合

4,701千円×確保月数／12月



別紙１

小児救急医療施設運営事業基準額表

１ 基準額

（注）１ 夜間加算は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第37条第１項及び第４

項に定める割増賃金（時間外(125/100以上)及び深夜(150/100、160/

100又は125/100以上)）を手当している場合に限る。

（注）２ オンコール体制とは、医師が病院に待機する体制ではなく、専門的な処

置が必要な場合に小児科医師が速やかに駆け付け対応する体制をいう。

２ 診療日は、原則として診療時間が次の表に掲げる区分に応じ該当する対象時間を充足

している場合は、それぞれ１日とする。

（注） 週休２日制に伴う土曜日又はその振替日を休日として扱うことができる場合

は、事業主体である地方公共団体が小児救急医療施設運営事業実施地区において60パーセン

ト以上の病院が閉院方式で週休２日制を実施している場合で小児救急医療施設運営事業を実

施した場合とする。

ただし、診療日数として算定できるのは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、１月２日及び１月３日を除く月曜日

から土曜日の間に１日のみとする。

区 分 基 準 額

（常勤の体制）

休

日

Ａ、Ｂ 26,310円×診療日数

Ｃ 13,150円×診療日数

夜 間 26,310円×診療日数

夜間加算 19,782円×診療日数

小児救急電話

相談実施加算
14,838円×診療日数

（オンコール体制）

13,570円×診療日数

区 分 対 象 時 間

休

日

Ａ

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日、12

月29日から12月31日までの日、１月２日及び１月３日において、午前８時から午後

６時まで

Ｂ 週休２日制に伴う土曜日又はその振替日において、午前８時から午後６時まで

Ｃ
週休２日制に伴う土曜日又はその振替日において、午前８時から午後１時まで、

又は午後１時から午後６時まで

夜 間 午後６時から翌日午前８時まで



別紙２

救命救急センター運営事業補助金基準額表

１ 基準額

次により算出された額の合計額とする。

２ 救命救急センターの評価は、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成

21年５月13日付け厚生労働省発医政第0513001号)６の別表２に定める別添２に基づ

き国が評価した充実段階により、次の率とする。

(1)次により算出された額の合計額に２に定める評価に基づく率を乗じて得た

額とする。（ただし、補助を受ける病院の申請年度の収支が県から交付される救命救

急センター運営に要する補助金を除いて黒字となる場合には、上記により算出された額

に１／２を乗じるものとする。）

① 30床以上の運営の場合

171,675,000円×運営月数／12月

ただし、30床未満21床以上の運営の場合は、1床当たり、4,677,000円×

運営月数／12月を減額する。

② 20床の運営の場合

124,897,000円×運営月数／12月

ただし、20床未満の運営の場合は、1床当たり、2,573,000円×運営月数

／12月を減額する。

③ 心臓病の内科系専門医及び外科系専門医をそれぞれ専任で確保する場合

13,272,000円×確保月数／12月

ただし、救命救急センターの評価による充実段階がＳまたはＡの場合に

限り算定するものとする。

④ 脳卒中の内科系専門医及び外科系専門医をそれぞれ専任で確保する場合

13,272,000円×確保月数／12月

ただし、救命救急センターの評価による充実段階がＳまたはＡの場合に

限り算定するものとする。

⑤ 小児救急専門病床に医師、看護師を専任で確保する場合

55,995,000円×確保月数／12月

⑥ 重症外傷の外科系専門医を専任で確保する場合

13,272,000円×確保月数／12月

(2)在日外国人にかかる前年度の未収金（１か月１人当たり20万円超）に限っ

て20万円を超える部分

充実段階 率

Ｓ、Ａ 100％

Ｂ 90％

Ｃ 80％



別紙３

ドクターヘリ導入促進事業基準額表

基準額

次により算出された額の合計額とする。

ドクターヘリ運航経費

ア 位置情報把握システムを利用してい

る場合

（ア）年間飛行時間 50 時間未満

289,156,000 円×運営月数／12 月

（イ）年間飛行時間 50 時間以上 100 時

間未満

299,156,000 円×運営月数／12 月

（ウ）年間飛行時間 100 時間以上 150 時

間未満

309,156,000 円×運営月数／12 月

（エ）年間飛行時間 150 時間以上 200 時

間未満

319,156,000 円×運営月数／12 月

（オ）年間飛行時間 200 時間以上 250 時

間未満

329,156,000 円×運営月数／12 月

（カ）年間飛行時間 250 時間以上 300 時

間未満

339,156,000 円×運営月数／12 月

（キ）年間飛行時間 300 時間以上 350 時

間未満

349,156,000 円×運営月数／12 月

（ク）年間飛行時間 350 時間以上

359,156,000 円×運営月数／12 月

イ 位置情報把握システムを利用してい

ない場合

（ア）年間飛行時間 50 時間未満

287,356,000 円×運営月数／12 月

（イ）年間飛行時間 50 時間以上 100 時

間未満

297,356,000 円×運営月数／12 月

（ウ）年間飛行時間 100 時間以上 150 時

間未満

307,356,000 円×運営月数／12 月

（エ）年間飛行時間 150 時間以上 200 時

間未満

317,356,000 円×運営月数／12 月

（オ）年間飛行時間 200 時間以上 250 時

間未満



327,356,000 円×運営月数／12 月

（カ）年間飛行時間 250 時間以上 300 時

間未満

337,356,000 円×運営月数／12 月

（キ）年間飛行時間 300 時間以上 350 時

間未満

347,356,000 円×運営月数／12 月

（ク）年間飛行時間 350 時間以上

357,356,000 円×運営月数／12 月

搭乗医師・看護師確保経費 17,917,000 円×運営月数／12 月

運航連絡調整員確保経費 1,942,000 円×運営月数／12 月

ドクターヘリ運航調整委員会経費 3,542,000 円

ドクターヘリレジストリ構築経費 1,086,000 円


